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改
正
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三

規

則
（
公
）

○
東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付

与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
四

○
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規

則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

告

示
（
公
）

○
令
和
七
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
四
百
十
号
（
電
子

情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
に
関
す

る
事
項
）
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

正

誤

○
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
付
東
京
都
人
事
委
員
会
規

則
第
十
三
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
八
・
二
・
三

十
号
高
松
農
の
風
景
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
八
年
五
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

練
馬
区
高
松
二
丁
目
及
び
高
松
三
丁
目

各
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
三
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

木
戸
建
設
株
式
会
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

木
戸

榮
一

㈢

主
た
る
事
務

豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
五
番
四
号

所
の
所
在
地

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑻
第
六
二
八
二
一
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
五
月
十
五
日

二

処
分
年
月
日

令
和
八
年
五
月
九
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
西
大
井

六
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
青
梅
市
藤
橋
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

東
京
都
選
挙
執
行
規
程
（
平
成
十
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

告
示
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
九
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
選
挙
人
等
の
出
頭
及
び
証
言
の
請

求
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
百
十
二
条
」
を
「
第
二
百
十
二
条

第
一
項
」
に
、
「
規
定
」
を
「
規
定
に
」
に
、
「
承
認
」
を
「
証

人
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
二
百
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ

れ
る
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
百
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
選
挙
人
等
（
以
下
「
提
供
者
」
と
い

う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
を

提
供
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
都
委
員
会
に
郵
送
又

は
持
参
を
す
る
。

二

電
子
デ
ー
タ
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
都
委
員
会
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と
提
供
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
委

員
会
に
送
信
す
る
。

別
記
第
八
十
六
号
様
式
中
「印

鑑
及
び

」
を
削
り
、
「ご

持
参

」

を
「御

持
参

」
に
、
「あ

て

」
を
「宛

て

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
十
七
号
様
式
中
「か

く
し

」
を
「隠

し

」
に
改
め
、

「㊞

」
を
削
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
公
）

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関

す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
８
年
５
月
１８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会

の
付
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付

与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
９
年
８
月
１２日

東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１２条

第
２
項
中
「
警
視
庁
本
部
に
設
置
し
た
公
安
委
員
会
の

掲
示
場
に
掲
示
し
て
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

（
東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
改
正
）

第
２
条

東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
９
年
６
月
１７日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
８
条
の
２
中
「
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
」
を

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
改
正
）

第
３
条
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
２２年

４
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
６

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２１条

中
「
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
」
を
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

（
特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

改
正
）

第
４
条
特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
２９年

５
月
１５日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１９条

中
「
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
」
を
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
５
月
２１日

か
ら
施
行
す
る
。

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
を
廃

止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
８
年
５
月
１８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
１８年

４
月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
５
月
２１日

か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１８０号

令
和
７
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
４１０号

（
電
子
情
報
処
理

組
織
に
よ
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
に
関
す
る
事
項
）
は
、
令
和

８
年
５
月
２０日

限
り
廃
止
す
る
。

令
和
８
年
５
月
１８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

正

誤

○
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
付
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十

三
号

増
刊
１９
二
十
ペ
ー
ジ
上
段
中

「

３
級

を
「

３
級

に
訂
正
す
る
。

３

」

５

」

発 行
東

京

都
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京
都
新
宿
区
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新
宿
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丁
目
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番
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号

電
話

〇
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代
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本
号
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円
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箇
月

六
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〇
〇
円

（
郵
送
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を
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む
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印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
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京
区
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一
丁
目
十
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番
七
号

電
話
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代
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